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新型コロナウイルス感染症対策 

４月１５日開催 津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

（第９回）開催結果 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



４月１５日開催津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第９回） 

開催結果 

 

１ 決定事項 

（１）頑張る事業者応援プロジェクト「市内事業者向け事業継続支援販売所」

の開設について（ビジネスサポートセンター） 

   新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少し、事業に支障をき

たす市内事業者の皆様の事業継続支援として、市本庁舎１階ロビーにて商

品の販売機会を次のとおり提供します。 

   ・ 対象事業者 

     津市内に事業所（店舗）を有し、新型コロナウイルス感染症の影響 

を受けて売上減少した事業者（個人事業主を含む。） 

   ・ 販売内容 

     新型コロナウイルス感染症の影響により在庫としてかかえてしまっ

た野菜などの商品とし、今回の出店販売に際して新たに保健所の販売

許可が必要なものは除きます。 

   ・ 販売期間 

     ４月２０日（月）から５月２９日（金）まで 

   ・ 販売日時 

     毎週月曜日・火曜日・水曜日・金曜日（祝・休日を除く） 

     午前１０時から午後３時まで 

   ・ 販売条件・注意事項 

     出店料は無料とします。 

     出店ブースは１事業者 45cm×180cm のテーブル１本分で、テーブル

１本、パイプ椅子２脚は市で用意します。（その他販売に必要なつり

銭・備品は各事業者で準備してください。） 

なお、庁舎内での調理・加工及び電源等の使用はできません。 

     また、販売する飲食物に係る賞味期限、消費期限等については、食

品衛生法等関連法規に基づき表示等を行っていただくとともに、商品

に関するお客様からの問い合わせ、クレーム等については各事業者で

責任を持って対応してください。 

   ・ 申し込み開始日 

     ４月１６日（木）午前８時３０分から 



     （受付時間は平日午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

※ 詳細については、商工観光部経営支援課（電話 059-236-3355）までお

問い合わせください。 

※ 自然災害や不測の事態、また今後の新型コロナウイルス感染症の拡大

状況により、出店を中止いただく場合があります。 

（２）市民窓口へのアクリル製間仕切り板の設置について（総務部） 

   市の各種窓口の利用者や職員の飛沫による感染拡大を防止し、市民の皆

様に安心して窓口をご利用いただけるよう、市民と職員が対面により各種

の手続き、相談等を行う市本庁舎及び各総合支所庁舎等の市民窓口に、ア

クリル製間仕切り板を設置することとします。 

 なお、可能な限り早期に設置できるよう速やかに発注準備に取り掛かる

とともに、設置に当たっては、特に多くの方がご利用いただく市民窓口か

ら順次設置していきます。 

（３）会館、市民センター等におけるカラオケ及び卓球に関する活動の自粛要

請について（市民部） 

   津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第６回）で決定した公共

施設の運営に際しての基本的な取り扱いに準じ、施設を利用する方々の安

全を確保するため、４月１７日（金）から５月６日（水）まで、次の施設

におけるカラオケ及び卓球に関する活動の自粛を要請します。 

   なお、状況に応じ自粛を要請する期間を変更する場合があります。 

   ・ 津市橋南市民センター 

   ・ 津市雲出市民センター 

   ・ 津市高茶屋市民センター 

   ・ 津市白塚市民センター 

   ・ 津市橋南会館 

   ・ 津市新町会館 

   ・ 津市津西会館 

   ・ 津市城山会館 

   ・ 津市南が丘会館 

   ・ 津市豊が丘会館 

   ・ 津市豊が丘おおぞら会館 

   ・ 津市贄崎地区防災コミュニティセンター 

   ・ 津市津南防災コミュニティセンター 



  ※ 各総合支所管内の会館、市民センター等については、当該取り扱いに

準じて対応します。 

（４）キャンプ場等の施設の閉鎖について（商工観光部、建設部） 

津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第６回）で決定した公共施

設の運営に際しての基本的な取り扱いに準じ、キャンプ場等の広域的な集客

機能を有する滞在型の次の施設については、４月１８日（土）から一斉に閉

鎖することとし、期間は、原則として、５月１０日（日）までとします。 

なお、状況に応じて延長する場合があります。 

・ キャンプ場等 

錫杖湖畔キャンプ場（芸濃） 

矢頭中宮キャンプ場（一志） 

青山高原保健休養地（白山） 

わかすぎの里（白山） 

わかすぎの里大原オートキャンプ場（白山） 

スカイランドおおぼら（美杉） 

ヒストリーパーク塚原（美杉） 

・ 宿泊施設 

錫杖湖水荘（芸濃） 

・ 公園施設（閉鎖期間は当面の間を予定） 

浜風公園キャンプ場施設（香良洲） 

（５）市主催イベントの開催判断の考え方の見直しについて（危機管理部） 

４月１３日、三重県の県主催イベント開催基準の見直しを踏まえ、感染 

症防止対策の徹底を図るため、４月８日付け危第３７号、健第９８号で通 

知した「新型コロナウイルス感染症に係る津市主催のイベントの開催判断 

の考え方の見直しについて」の内容を再度見直し関係部局で対応すること 

とします。 

主な見直し点としては、緊急事態宣言が発出されている７都府県内、愛 

知県及び岐阜県内、北海道及び京都府など感染が多数確認されている道府 

県内で開催するイベントは、中止・延期することとし、また、参加者に事 

前に周知することとして、緊急事態宣言が発出されている７都府県、愛知 

県、岐阜県、北海道、京都府など感染が多数確認されている道府県にお住 

いの方は参加できないことをお伝えすることを追記します。 

  



２ 報告事項 

（１）第３４回津市物産まつりの中止について報告（商工観光部） 

   ５月１６日（土）、お城西公園で開催を予定していた第３４回津市物産

まつりは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から中止とし

ます。 

（２）市立小中学校及び義務教育学校並びに市立幼稚園の臨時休業について報

告（教育委員会） 

   ４月１０日、三重県が「感染拡大阻止緊急宣言」を発表し、県内全ての 

県立学校を臨時休業とする方向性が示されたことを踏まえ、市においては、 

新型コロナウイルス感染症拡大防止及び子どもたちの命と健康を最優先に 

考え、子どもたちへの感染拡大防止のための措置として、本市内全ての市 

立小中学校及び義務教育学校並びに市立幼稚園を４月１５日（水）から５ 

月６日（水）まで臨時休業とします。 

   また、授業日及び登園日を週１回設けることとし、やむを得ない事情に

より自宅で過ごすことが困難な児童及び園児の居場所を確保するため、小

学校及び義務教育学校前期課程並びに幼稚園で受け入れる体制を整えると

ともに、放課後児童クラブと学校で開所時間等を調整することにより児童

の居場所を確保します。 

   さらに、学習に著しい遅れが生じることのないよう、児童生徒が家庭学

習を適切に行うため、発達段階に応じた課題を準備する等の対応を行いま

す。 

   ※ 別紙：教育長メッセージ及び市長メッセージ 

（３）市立幼保連携型認定こども園を利用する１号認定子どもの臨時休業につ

いて報告（こども政策担当） 

   ４月１０日、三重県から「感染拡大阻止緊急宣言」の発表があり、市に

おいては、子どもたちへの感染拡大防止のため、市立幼保連携型認定こど

も園を利用する１号認定（教育標準時間認定）子どもの臨時休業を４月１

５日（水）から５月６日（水）まで行います。 

   また、週１回の登園日を設けることとし、就労等により保育の必要性の

認定（施設等利用給付第２号認定）を受けて預かり保育を利用されている

方や、やむを得ない事情により園児が家庭で過ごすことが困難な方につい

ては、継続して保育を実施します。 

（４）津市産業・スポーツセンターの臨時休館について報告（スポーツ文化振



興部） 

   津市産業・スポーツセンターは、これまで指定管理者において、手指消

毒液の配置、手洗励行や発熱者の来館遠慮に係る注意喚起、また、定期的

な室内の拭き取りや外気換気を実施し、感染防止に努めた運営を行ってき

ましたが、「３つの密」を徹底的に排除し、２次感染の遮断とクラスター

の発生を完全に防止するため、４月１５日（水）から５月１０日（日）ま

で、全館を休館とします。 

   なお、休館期間については、感染拡大の状況等を踏まえ、変更する場合

があります。 

（５）老人福祉センター等におけるカラオケ及び卓球に関する活動の自粛要請

について報告（健康福祉部） 

   津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第６回）で決定した公共

施設の運営に際しての基本的な取り扱いに準じ、施設を利用する方々の安

全を確保するため、４月１７日（金）から５月６日（水）まで、次の施設

におけるカラオケ及び卓球に関する活動の自粛を要請します。 

   なお、状況に応じ自粛を要請する期間を変更する場合があります。 

   ・ 津市まん中老人福祉センター 

   ・ 津市たるみ老人福祉センター 

   ・ 津市北部市民センター（北部老人福祉センター、北部コミュニティ

センター） 

   ・ 津市西部市民センター（西部老人福祉センター、西部コミュニティ

センター） 

   ・ 津市ふれあい会館（身体障害者福祉会館、母子寡婦福祉会館） 

（６）津市市民活動センターの利用について報告（地域連携担当） 

   津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第６回）で決定した公共

施設の運営に際しての基本的な取り扱いに基づき、４月１７日（金）から

５月６日（水）まで、津市市民活動センターにおける次の場所の利用を制

限します。 

・ ３階部分（ミーティングルーム、市民活動促進スペース） 

・ 地下１階部分（津市市民活動センター地下窓口、会議室Ａ、Ｂ及び 

Ｃ、研修室、レクリエーション室、市民オープンステージ） 

なお、津市市民活動センター３階窓口、ワーキングルーム、市民活動オ

フィス及びロッカーは、利用を継続します。 



※ 状況に応じ利用制限する期間を変更する場合があります。 

（７）公立児童館の利用自粛等について報告（こども政策担当） 

   市内の市立小中学校及び義務教育学校並びに市立幼稚園等が、感染拡大

防止のため臨時休業を行う趣旨を踏まえ、４月１５日（水）から５月６日

（水）まで、次の公立児童館においても臨時休業する学校の児童等に対し

利用自粛を要請します。ただし、保護者や家庭の事情により、その児童等

への支援が必要な場合は、手指消毒液の配置、マスク着用の徹底などの感

染対策を講じた上で受入れを行います。 

   また、４月１日、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の「新型コ

ロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」を踏まえ、４月１７日（金）

から当分の間、卓球の利用を中止します。 

なお、状況に応じ利用自粛期間を変更する場合があります。 

・ 津市さくら児童館 

・ 津市まん中こども館 

・ 津市久居児童センター 

・ 津市一志児童館 

・ 津市川合児童館 

（８）学校の臨時休業に伴う給食中止による食材の対応について報告（教育委

員会） 

４月１５日（水）から５月６日（水）まで、津市立の小中学校及び義務

教育学校並びに幼稚園を臨時休業することに伴い、給食の提供を中止する

こととなり、給食に使用を予定していた食材は発注を取り止めたものの、

一部の食材については、既に発注済みで納品が中止できないため、食品ロ

スを防ぐことを目的として、これらの食材を市民の皆様に購入価格の半額

程度で販売することとし、次のとおり販売会を開催することとします。 

購入していただきました食材は、市民の皆様の御家庭で御利用いただく

ため、転売を目的とする御利用は御遠慮願います。 

・ 販売日時 

令和２年４月１５日（水）、２２日（水）及び２４日（金） 

いずれも午前１１時から午後３時まで 

なお、売り切れの場合は、その時点で終了とします。 

・ 販売場所 

津市モーターボート競走場（津市藤方６３７番地） 



・ ４月１５日に販売予定の食材 

じゃがいも（メイクイーン） 

価格３００円 販売数４５５袋（１袋８個入り） 

にんじん 

価格２００円 販売数１３３袋（１袋４本入り） 

玉ねぎ 

価格１００円 販売数２５６袋（１袋３個入り） 

きゅうり 

価格１００円 販売数１２５袋（１袋３本入り） 

小松菜 

価格１００円 販売数２５０セット（２００ｇ入り２袋） 

ねぎ 

価格１００円 販売数 ２５セット（２００ｇ入り２袋） 

・ 来場される方へのお願い 

食材は、袋詰めした物を販売しますが、購入された食材をお持ち帰 

りいただくためのマイバッグ等を御持参いただきますようお願いしま 

す。 

また、小銭を御用意いただき、釣銭の要らないように御協力をお願 

いします。 

※ 新型コロナウイルス感染症対策として「３つの密」を回避するため

御購入に当たりましては、お一人ずつ間隔を空けてお並びいただき、

順番に販売いたしますので、お待ちいただく時間について御理解と御

協力をお願いします。 

（９）市・県民税の申告期限の延長について報告（税務・財産管理担当） 

国税庁は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申告期限・

納付期限を４月１６日（木）まで延長していた申告を４月１７日（金）以

降も柔軟に受け付けることとしたところですが、市においては個人の市・

県民税の申告について、４月１６日（木）までとしていた申告期限をさら

に延長し、４月１７日（金）以降についても受け付けることとします。 

市・県民税の申告場所はこれまでと同様とし、新型コロナウイルス感染

拡大予防の観点から、できる限り郵送での申告書の提出を依頼していきま

す。 

また、市における所得税の確定申告相談は４月１６日（木）で終了となる



ため、４月１７日（金）以降は津税務署での申告を案内します。 

（10）津市新型コロナウイルス感染症市民生活相談案内窓口等の相談状況につ

いて報告（危機管理部） 

   ４月９日開設以降の「津市新型コロナウイルス感染症市民生活相談案内

窓口」の相談状況は、４月１４日までの土・日曜日を除く４日間で２３１

件の相談がありました。 

   主な相談内容は、国の給付金や補助金に関する相談が１４３件で、約６

０％を占めています。 

   また、当案内窓口で完結した相談が１９７件、専門的な対応が必要とし

て担当部局につないだ相談が３４件でした。 

   これ以外に、３月２５日に設置した「事業者向け相談窓口」では、１４

日までに２５６件の相談を受け付けました。 

 



 

 

以下会議資料 

津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第９回） 

 

令和２年４月１５日（水）  

 午前１０時～        

本庁舎８階 大会議室Ａ   

 

１ 三重県津保健所管内における令和２年４月１４日の感染症患者の発生及び

続報について報告（健康医療担当） 

 

２ 協議事項 

（１）頑張る事業者応援プロジェクト「市内事業者向け事業継続支援販売所」

の開設について協議（ビジネスサポートセンター） 

（２）市民窓口へのアクリル製間仕切り板の設置について協議（総務部） 

（３）会館、市民センター等におけるカラオケ及び卓球に関する活動の自粛要

請について協議（市民部） 

（４）キャンプ場等の施設の閉鎖について協議（商工観光部、建設部） 

（５）市主催イベントの開催判断の考え方の見直しについて協議（危機管理部） 

 

３ 報告事項 

（１）第３４回津市物産まつりの中止について報告（商工観光部） 

（２）市立小中学校及び義務教育学校並びに市立幼稚園の臨時休業について報

告（教育委員会） 

（３）市立幼保連携型認定こども園を利用する１号認定子どもの臨時休業につ

いて報告（こども政策担当） 

（４）津市産業・スポーツセンターの臨時休館について報告（スポーツ文化振

興部） 

（５）老人福祉センター等におけるカラオケ及び卓球に関する活動の自粛要請

について報告（健康福祉部） 

（６）津市市民活動センターの利用について報告（地域連携担当） 

（７）公立児童館の利用自粛等について報告（こども政策担当） 

（８）学校の臨時休業に伴う給食中止による食材の対応について報告（教育委

員会） 

（９）市・県民税の申告期限の延長について報告（税務・財産管理担当） 

（10）津市新型コロナウイルス感染症市民生活相談案内窓口等の相談状況につ

いて報告（危機管理部） 

 

４ その他 
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